
○ 地球温暖化対策の推進に関する法律（平成十年法律第百十七号）（抄） 

 

（京都議定書目標達成計画）  

第八条 政府は、京都議定書第三条の規定に基づく約束を履行するために必要な目標の達成に

関する計画（以下「京都議定書目標達成計画」という。）を定めなければならない。  

２ 京都議定書目標達成計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。  

一 地球温暖化対策の推進に関する基本的方向  

二 国、地方公共団体、事業者及び国民のそれぞれが講ずべき温室効果ガスの排出の抑制等

のための措置に関する基本的事項  

三 温室効果ガスである物質の種類その他の区分ごとの温室効果ガスの排出の抑制及び吸

収の量に関する目標  

四 前号の目標を達成するために必要な措置の実施に関する目標  

五 前号の目標を達成するために必要な国及び地方公共団体の施策に関する事項  

六 第二十条の二第一項に規定する政府実行計画及び第二十条の三第一項に規定する地方

公共団体実行計画に関する基本的事項  

七 温室効果ガス総排出量が相当程度多い事業者について温室効果ガスの排出の抑制等の

ための措置（他の者の温室効果ガスの排出の抑制等に寄与するための措置を含む。）に関

し策定及び公表に努めるべき計画に関する基本的事項  

八 第三条第四項に規定する措置に関する基本的事項  

九 前各号に掲げるもののほか、地球温暖化対策に関する重要事項  

３ 内閣総理大臣は、京都議定書目標達成計画の案につき閣議の決定を求めなければならない。  

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、京都議定書目

標達成計画を公表しなければならない。 

 

（地球温暖化対策推進本部の設置） 

第十条 地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進するため、内閣に、地球温暖化対策推進本

部（以下「本部」という。）を置く。 

 

（所掌事務） 

第十一条 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。 

 一 京都議定書目標達成計画の案の作成及び実施の推進に関すること。 

 二 長期的展望に立った地球温暖化対策の実施の推進に関する総合調整に関すること。 

 

（組織） 

第十二条 本部は、地球温暖化対策推進本部長、地球温暖化対策推進副本部長及び地球温暖化

対策推進本部員をもって組織する。 

 

（地球温暖化対策推進本部長） 

第十三条 本部の長は、地球温暖化対策推進本部長（以下「本部長」という。）とし、内閣総

理大臣をもって充てる。 

 

（地球温暖化対策推進副本部長） 



第十四条 本部に、地球温暖化推進副本部長（以下「副本部長」という。）を置き、内閣官房

長官、環境大臣及び経済産業大臣をもって充てる。 

 二 副本部長は、本部長の職務を助ける。 


